
詳しくは『事業承継補助金』公募要領をご確認ください。

大切に育てた会社や事業・従業員を未来へ繋げませんか。
今なら「事業承継」に必要な経費の一部を補助します。

100 2/3
万円 以内

補助対象経費

委託費(株価算定費、社内諸規定の作成・整備費、M&A着手金・成功報酬、コンサル料など)、
外注費(HP制作費など)、その他知事が必要と認める経費

令和7年度　事業承継推進事業補助金のご案内
事 前 相 談 期 間
公募・申請受付期間
交付決定予定日

： 令和7年 5/12(月)～6/2４ (火) 
： 令和7年 5/12(月)～6/30 (月)
： 令和7年 7月下旬

ホームページQRコード

公式ホームページでも
詳しくご説明しております

第1回
公募

事前相談が必須となります。申請受付には
第１回公募で補助金予算の上限額に達した場合、第２回目の公募はいたしません。予めご了承ください。【 注意 】

補
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公益財団法人 沖縄県産業振興公社 事業承継推進事業　事務局

※受付最終日(6/30(月))は、17：00で締め切ります。ご注意ください。（時間厳守）

事業承継
補助金

令和7年度事業承継推進事業



『事業承継補助金』で県内の中小企業・小規模事業者、個人事業主の
会社や事業を引継ぐための経費の一部を補助します。

ホームページ
QRコード

事前相談が
必須

申請受付

となります。

Attention

には

公益財団法人

沖縄県産業振興公社
Okinawa Industry Promotion Public Corporation

〒901-0152 那覇市字小禄1831-1   
沖縄産業支援センター4F 401

補助金手続きの流れ

1.沖縄県所得向上応援企業認証制度  2 .沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業認証制度
3.沖縄県人材育成企業認証制度  4.パートナーシップ構築宣言  5.経営革新計画認証制度

※沖縄県が推奨する以下の５制度に認証・承認された企業は、加点対象となります。
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事前相談及び申請手続き支援
公募期間中、本事業の専門コーディネーター（事業承継士）が対象
要件の確認や申請手続きの流れ、申請書の書き方などについて
サポートいたします。
その他、事業承継に関する全般的な相談にも応じております。

是非この機会に、事業承継の課題やお悩みなどお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

沖縄県内の中小企業･小規模事業者、個人事業主
※常時雇用する従業員がいること

[ 補助対象者 ]

親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)
※第三者承継の場合は売り手のみとなります

[ 補助対象類型 ]

12社程度
[ 採択予定件数 ]

委託費(株価算定費、社内諸規定の作成・整備費、
M&A着手金・成功報酬、コンサル料など)、外注費
(HP制作費など)、その他知事が必要と認める経費

[ 補助対象経費 ]

TEL 098-859-6236 FAX 098-859-6233
E-mail  shoukei@okinawa-ric.or.jp

事業承継推進事業　事務局

公社　事業承継


